
 
 

「小児医療費助成の対象年齢拡大」について【情報提供】 

 
１ 趣旨 

 令和８年６月１日から、小児医療費助成制度の対象年齢を「中学３年生まで」から「18 歳

年度末まで」に拡大しますので、情報提供させていただきます。 

  

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 制度改正の内容 

  令和８年６月１日から、小児医療費助成の対象年齢を「中学３年生まで」から「18歳年

度末まで」に拡大します。 

また、新たな対象者（※1）の医療証（※2）については、申請を不要とし、直接対象者の

方へ郵送します（５月下旬発送予定）。 

 

 

市 連 会 ５ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ８ 年 ５ 月 1 2 日 
健 康 福 祉 局 医 療 援 助 課 

健康福祉局医療援助課 
担当 服部、曽我、故長井、川田 
電話 045-671-4115 / FAX 045-664-0403 
メール kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp 

（※１）新たな対象者 
令和８年６月１日以降、次の条件を満たすお子さま 
・中学卒業後、18 歳に達する日以後、最初の３月 31 日 

までの間にある 
・現在、小児医療証の交付を受けていない 
・横浜市内にお住まいで、健康保険証を持っている 
＊一部、助成の対象とならない場合もあります。 

 
（※２）医療証の発送対象者 

令和８年４月 25 日時点で横浜市内に住民登録のある方 






